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衆
議
院
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員
阿
部
知
子
君
提
出
高
校
生
等
に
対
す
る
自
衛
官
等
募
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ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
送
付
及
び
住
民
基
本
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帳
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報
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用
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
高
校
生
等
に
対
す
る
自
衛
官
等
募
集
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
送
付
及
び
住
民
基
本
台
帳
情

報
利
用
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
六
年
十
月
七
日
内
閣
衆
質
一
八
七
第
二
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と

い
う
。
）
一
の
①
に
つ
い
て
か
ら
一
の
③
に
つ
い
て
ま
で
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

二
の
①
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
中
学
生
本
人
に
Ｄ
Ｍ
を
発
送
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
言
で
き
る
の
か
」
に
つ
い
て
は
、
防
衛
事
務
次
官
通
達

（
平
成
十
五
年
四
月
三
日
付
防
人
二
第
三
四
四
一
号
）
に
お
い
て
、
中
学
生
に
対
す
る
個
別
の
募
集
広
報
に
つ
い
て
は
、
当

該
中
学
生
の
保
護
者
又
は
当
該
中
学
生
が
就
学
す
る
中
学
校
の
進
路
指
導
担
当
者
を
通
じ
て
の
み
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
回
答
弁
書
二
の
①
に
つ
い
て
で
「
中
学
生
本
人
に
対
す
る
文
書
に
よ
る
直
接
の
募
集
が
直
近
五
年
間

に
お
い
て
行
わ
れ
た
例
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
な
い
」
と
お
答
え
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
中
学
生
に
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル

が
届
い
た
と
の
声
も
聞
か
れ
る
」
と
の
御
指
摘
を
踏
ま
え
、
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
自
衛
隊
地
方
協
力
本
部
が
陸
上
自
衛

隊
高
等
工
科
学
校
の
生
徒
に
関
し
、
中
学
生
本
人
に
対
す
る
文
書
に
よ
る
直
接
の
募
集
を
行
っ
た
例
が
、
現
時
点
に
お
い
て
、

一



五
百
一
件
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
自
衛
隊
地
方
協
力
本
部
は
、
中
学
生
の
保
護
者
に
対
し
て
は
、
当
該
生
徒
に
係
る
文
書
に

よ
る
募
集
を
行
っ
て
い
る
。
防
衛
省
と
し
て
は
、
今
後
、
当
該
事
務
次
官
通
達
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
改
め
て
周
知
徹
底
し
て

ま
い
り
た
い
。

な
お
、
地
方
公
共
団
体
が
、
中
学
生
本
人
に
対
し
て
直
接
、
又
は
中
学
生
の
保
護
者
に
対
し
て
、
当
該
生
徒
に
係
る
文
書

に
よ
る
募
集
を
行
っ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
な
い
。

二
の
②
に
つ
い
て

御
指
摘
の
前
回
答
弁
書
二
の
②
に
つ
い
て
で
「
中
学
生
に
つ
い
て
は
、
自
衛
官
及
び
自
衛
官
候
補
生
の
募
集
対
象
で
は
な

い
こ
と
か
ら
、
市
町
村
の
長
に
対
し
、
中
学
生
の
氏
名
、
生
年
月
日
等
の
情
報
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
提
出
は
求
め
て
い

な
い
」
と
お
答
え
し
た
の
は
、
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
に
対
し
、
個
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
等
の
情
報
に
関
す
る
資
料
の
提
出
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
お
よ
そ
自
衛
官
及
び
自
衛
官
候
補
生
の
募
集
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限

ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
御
指
摘
を
踏
ま
え
、
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
「
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
四
日
付
自
衛
隊

二



新
潟
地
方
協
力
本
部
長
発
新
潟
市
長
宛
「
適
齢
者
情
報
の
提
出
に
つ
い
て
（
依
頼
）
」
（
新
潟
地
本
第
九
三
九
号
）
」
を
含

め
、
自
衛
隊
地
方
協
力
本
部
長
が
市
町
村
の
長
に
宛
て
た
依
頼
文
書
に
お
い
て
、
中
学
生
に
つ
い
て
の
当
該
情
報
に
関
す
る

資
料
の
提
出
を
依
頼
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

中
学
生
は
、
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
の
生
徒
の
募
集
対
象
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
学
生
に
つ
い
て
の
当
該
情
報
が

必
要
で
あ
る
場
合
は
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定

に
基
づ
く
募
集
事
務
と
し
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

「
法
令
で
定
め
る
事
務
の
遂
行
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
」
と
し
て
、
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し
の
閲
覧
を
通
じ
て

入
手
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
自
衛
隊
地
方
協
力
本
部
が
市
町
村
の
長
に
対
し
当
該
情
報
に
関
す
る
資
料
の
提
出
を
依
頼

す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
防
衛
省
と
し
て
は
、
今
後
、
当
該
情
報
を
適
切
に
入
手
す
る
こ
と
を
徹
底
し
て
ま

い
り
た
い
。

二
の
③
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
地
方
協
力
本
部
が
、
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
の
生
徒
の
募
集
対
象
で
あ
る
中
学
生
の

保
護
者
に
対
し
て
個
別
に
文
書
に
よ
る
募
集
を
行
う
な
ど
の
方
法
に
よ
り
、
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
の
生
徒
の
募
集
に

三



利
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
利
用
は
当
該
募
集
事
務
の
遂
行
に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

三
の
①
及
び
②
に
つ
い
て

先
の
質
問
主
意
書
（
平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
九
日
提
出
質
問
第
二
号
。
以
下
「
前
回
質
問
主
意
書
」
と
い
う
。
）
三
の

①
か
ら
⑥
ま
で
で
お
尋
ね
の
あ
っ
た
自
衛
官
及
び
自
衛
官
候
補
生
の
募
集
に
関
す
る
地
方
公
共
団
体
と
の
調
整
に
係
る
情
報

に
つ
い
て
は
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
防
衛
省
と
当
該
地
方
公
共
団
体
と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
等
か
ら
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
も
の
で
あ
る
。

三
の
③
に
つ
い
て

御
指
摘
の
住
民
基
本
台
帳
法
第
十
一
条
第
三
項
は
、
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し
の
閲
覧
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
、
透

明
性
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
閲
覧
を
認
め
た
相
手
方
や
請
求
事
由
の
概
要
等
を
公
表
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
お

尋
ね
の
「
住
民
基
本
台
帳
閲
覧
に
係
る
情
報
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
前
回
質
問
主
意
書

三
の
①
か
ら
⑥
ま
で
で
お
尋
ね
の
あ
っ
た
自
衛
官
及
び
自
衛
官
候
補
生
の
募
集
に
関
す
る
地
方
公
共
団
体
と
の
調
整
に
係
る

情
報
は
、
同
項
で
規
定
す
る
公
表
内
容
か
ら
判
明
す
る
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
防
衛
省

と
当
該
地
方
公
共
団
体
と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、お
答
え
を
差
し
控
え
た
も
の
で
あ
る
。

四



四
の
①
に
つ
い
て

自
衛
官
及
び
自
衛
官
候
補
生
の
募
集
は
、
自
衛
隊
の
人
的
基
盤
を
支
え
る
と
と
も
に
、
組
織
の
精
強
性
を
維
持
す
る
と
い

う
観
点
か
ら
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
地
域
社
会
と
深
い
つ
な
が
り
を
有
す
る
地
方
公
共
団
体
を
通
じ
て
確
実
に
行
う
こ
と
も

必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
募
集
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
法
第
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
知
事
及
び

市
町
村
の
長
が
そ
の
事
務
の
一
部
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
防
衛
大
学
校
若
し
く
は
防
衛
医
科
大
学
校

の
学
生
又
は
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
の
生
徒
は
、
幹
部
自
衛
官
等
と
な
る
た
め
に
専
ら
教
育
訓
練
の
み
を
受
け
る
者
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
募
集
に
つ
い
て
は
、
防
衛
省
が
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

四
の
②
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
四
の
②
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

五
の
①
及
び
③
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
説
明
内
容
の
変
遷
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
自
衛
官
及
び
自
衛
官
候
補
生

の
募
集
に
関
し
必
要
と
な
る
個
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
等
の
情
報
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
防
衛
大
臣
が
市
町
村
の
長
に
対

し
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
さ
れ
る
法
令
上
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
五
の
①
に
つ
い
て
で
述
べ

五



た
と
お
り
で
あ
り
、
説
明
に
当
た
っ
て
の
表
現
振
り
の
違
い
は
あ
る
と
し
て
も
、
当
該
法
令
上
の
根
拠
が
自
衛
隊
法
第
九
十

七
条
第
一
項
及
び
自
衛
隊
法
施
行
令
第
百
二
十
条
の
規
定
で
あ
る
こ
と
は
、
政
府
と
し
て
の
一
貫
し
た
見
解
で
あ
る
。

五
の
②
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
自
衛
隊
法
施
行
令
第
百
二
十
条
の
制
定
時
の
趣
旨
が
何
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
自
衛
隊
法
施
行
令
第
百
二
十
条
の
規
定
は
、
同
条
の
制
定
時
に
お
い
て
は
内
閣
総
理
大
臣

に
対
し
て
、
自
衛
官
の
、
現
在
に
お
い
て
は
防
衛
大
臣
に
対
し
て
、
自
衛
官
及
び
自
衛
官
候
補
生
の
、
募
集
事
務
に
関
す
る

各
種
の
情
報
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
、
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
権
限
を
付
与
し
た
規
定
で
あ

る
と
考
え
る
。

な
お
、
特
定
の
書
籍
に
お
け
る
個
別
の
記
述
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
答
弁
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
。

五
の
④
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
五
の
②
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
自
衛
隊
法
第
九
十
七
条
第
一
項
及
び
自
衛
隊
法
施
行
令
第
百
二
十
条

の
規
定
に
よ
り
自
衛
官
及
び
自
衛
官
候
補
生
の
募
集
に
関
し
必
要
な
資
料
を
市
町
村
の
長
が
自
衛
隊
地
方
協
力
本
部
に
提
出

す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
い
て
遂
行
さ
れ
る
適
法
な
事
務
で
あ
り
、
住
民
基
本
台
帳
法
上
に
明
文
の
規
定
が
な

六



い
か
ら
と
い
っ
て
、
特
段
の
問
題
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

五
の
⑤
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
五
の
③
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し
の
閲
覧
の
請
求
に
当
た
っ
て
は
、
必

要
な
範
囲
で
の
閲
覧
に
限
定
さ
せ
る
趣
旨
か
ら
、
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し
の
閲
覧
及
び
住
民
票
の
写
し
等
の
交
付
に

関
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
年
自
治
省
令
第
二
十
八
号
）
第
一
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
「
請
求
に
係
る
住
民
の
範

囲
」
を
明
ら
か
に
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し
の
う
ち
請
求
に
係
る
住
民
の
み
を
記
載

し
た
も
の
を
用
い
て
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
は
住
民
基
本
台
帳
法
上
予
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
の
①
に
つ
い
て

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し
の
閲
覧

を
請
求
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
法
令
名
及
び
条
項
を
明
示
す
る
」
だ
け
で
は
足
り
ず
、
同
条
第
二
項
第

二
号
に
規
定
す
る
「
犯
罪
捜
査
等
の
た
め
の
請
求
」
の
場
合
を
除
い
て
具
体
的
に
請
求
事
由
等
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ

り
、「
法
令
で
定
め
る
事
務
」
の
遂
行
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
に
の
み
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

六
の
②
及
び
③
に
つ
い
て

七



前
回
答
弁
書
六
の
①
及
び
④
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
お
尋
ね
の
「
自
衛
官
等
募
集
事
務
」
に
つ
い
て
は
、
住
民
基

本
台
帳
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
法
令
で
定
め
る
事
務
」
の
遂
行
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
に
該
当
し
、
住
民

基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し
の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
法
の
濫
用
」
や
「
特
権
」
に
は

当
た
ら
な
い
と
考
え
る
。

八


